
マイナンバーカードの取得と
スマートフォンからの確定申告

を推進しています。

　令和３年分確定申告からは、マイナンバーカードやスマートフォンを利用したe-Tax（国税電子
申告・納税システム）がさらに便利になります。
　　 e-Taxをご利用いただくと
　　　・税務署に行かずに24時間(確定申告期間中)いつでも自宅から申告できます。
　　　・画面の案内に沿って入力すれば、税額などが自動計算されます。
　　　・マイナポータル連携や過去の申告データを利用して自動入力することができます。
　　令和３年分確定申告からは
　　　・スマートフォンのカメラで「給与所得の源泉徴収票」を自動入力できます。
　　　・スマートフォン専用画面での申告対象範囲がさらに拡大されます。
　ぜひ、スマートフォンからの確定申告をご利用ください。

スマートフォンからの確定申告はこちらから
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鏡野町長
　マイナンバーカードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、各種行政手続きの
オンライン申請やコンビニでの公的証明書の取得や鏡野町電子申請サービスを使用し、オンライン
で行政手続きができます。
　さらに、2021年10月からは健康保険証利用の本格的な運用が開始されるなど、どんどん便利に
なっています。
　鏡野町役場住民税務課及び各振興センターにて申請を随時受け付けています。
　ぜひこの機会にマイナンバーカードを取得してください。

マイナンバーカード総合サイト
マイナンバーカードの取得申請はこちらから
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